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コアカリ改訂に向けた基本方針(再提示)

1. 20年後以降の社会も想定した資質・能力の改訂

2. アウトカム基盤型教育のさらなる展開（学修目標の再編成と
方略・評価の整理）

3. 医師養成をめぐる制度改正等との整合性の担保に向けた方策
の検討（国家試験、共用試験の公的化と医学生の医業の法的
位置付けを踏まえたシームレスな参加型臨床実習の推進、国
際標準への対応等）

4. コアカリのスリム化の徹底と読み手や利用方法を想定した
電子化

5. 研究者育成の視点の充実

6. 根拠に基づいたコアカリ内容

7. 歯学・薬学教育コアカリとの一部共通化 2



本日の報告と審議いただきたい内容
① 考え方

② 改訂の概要

③ 第1章 資質・能力

④ 第2章 学修目標

⑤ 第3章 方略・評価

⑥ 診療参加型臨床実習実施ガイドライン

⑦ コアカリ：今回の改訂までの経過

⑧ 現行コアカリ（H28版）との対応

⑨ 医師が関わる法令一覧

⑩ 検討組織の設置・委員名簿

⑪ 略語集

⑫ 索引 3



第１章 資質・能力、第２章 学修目標

• 前回の連絡調整委員会のご意見を受けた修正

• 別表1〜26を整理

• 表1:疾患、表2-1〜2-20:臓器別、表3:身体診察、…、表7:基本的臨床手技

• 主要症候での鑑別診断疾患の順番を整理

• 基本は Head to Toe順とし、該当しないものを病態順(参考:VINDICATE)に並べる

• 歩行障害、関節痛などに、高頻度である「変形性関節症」を追加

• 主要な臨床・画像検査に「超音波検査」を追加

• 腫瘍の症候を「発熱、全身倦怠感、食思（欲）不振、体重減少、

リンパ節腫脹」に変更（37症候との整合）
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その他：感染症に関する記載

• 平成28年度版

• 感染症に関する記載が散在（A-6医療の質と安全の管理、B-1集団に対する医療、

C-3個体の反応、E-2感染症、F-2基本的診療知識）

• 「微生物」記載が主体で、実臨床での「思考プロセス」の順序とは違っていた

• 患者の訴え聴取 ⇨ 病態を想定 ⇨ 感染症なら ⇨ 「臓器」と「原因微生物」への流れが自然

• 令和4年度版 改訂の根幹

• 包括的に「市中感染症」、「医療関連感染」と記載し、含まれる個別疾患で

高頻度、重要なものを厳選して別表に提示

• 実臨床で必要な「考え方のステップ」を提示するため

• PS-01-03微生物の総論で、その微生物が起こす感染症の疫学、感染経路、リスク因子、

臨床症状、身体所見、診断、治療を包括的に学修できるように掲載
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第３章 方略・評価
• 学修方略および学修者評価について、初めて章を立てて記載

• 方略・評価は、学修目標を達成するために重要な要素であることから、今回の改訂
において掲載を行った

• 方略と評価は対として考えることが多いため、一つの章とした

• 学修方略
• 学修方略を考える際に参考となる教育学の理論を示した

• 成人学修理論、Kolbの経験学修モデル など

• 有用なモデルや学修方法について記述し、教員や学生に馴染みのない用語を紹介し
た

• SPICESモデル

• 学修方法として：反転学修、ロールプレイ、シミュレーション、診療参加型臨床実習、
Significant Event Analysis、PBL、TBL、Peer Learning、Case based discussion、学修ポー
トフォリオ…

• 情報通信技術（ICT）についても触れた

• 臨床実習での方略 ⇨ 臨床実習ガイドラインに記載されるため、第３章では臨床実習
前の学修方略を中心に記載
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第３章 方略・評価
• 学修者評価

• 評価の重要な概念・考え方を示した
• Millerのピラミッド、資質・能力ごとの評価、形成的評価と総括的評価、評価の妥当性・信
頼性と実務的要素、評価におけるブループリント、評価の規準と基準など

• 学修者評価の方法について記述した
• 筆記試験（客観試験、記述試験）、Workplace-based assessment／観察評価、OSCE、ポート
フォリオ評価…

• 「共用試験」と「医師国家試験」について独立して記載

• 最新資料を入手するためのURLを付記

• 世界的に注目されているProgrammatic assessmentについても例示した

• 方略・評価ともに特定の方法を推奨・指定するものではない方針とした
• 大学の自由なカリキュラム設定を促す方向性

• よりよい方略・評価に向けての観点を提供する目的で「問い」を設けた
• 「問い」の答えは一つではなく、各大学の実情に合わせて参考に 7



第３章 方略（解説）の記載イメージ

8



第３章 評価（解説）の記載イメージ
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第３章 方略・評価のGood Practice

• より実践的な例示として「方略と評価のGood Practice」を示した
• 必須ではなく、あくまで「参考例」

• 方略と評価のありようはそれぞれの大学教育において根幹をなすものであり、

大学の自律性を損なうのはコアカリの本質ではない

• 10個の資質・能力で1,2個のトピックを選び、方略と評価の Good 
Practiceを例示

• コミュニケーション(CM)では、「医療面接」での方略と評価のGPを例示

• 生涯にわたって学ぶ姿勢（LL）では、「Peer-assissted Learning」での方略と

評価のGPを例示
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第３章 方略のGood Practiceのイメージ
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例：コミュニケーション（CM）の学修方略



第３章 評価のGood Practiceのイメージ
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例：生涯にわたって学ぶ姿勢（LL）の評価



診療参加型臨床実習実施ガイドライン
• ガイドラインの章立て

1.序章、2.実施体制・実施環境、3.学修目標、

4.方略、5.評価、6.学修と評価の記録、7.EPAとした

• 序章

• 診療参加型臨床実習の充実を図る意義を記述し、
診療参加型臨床実習の意義を説明する図を改訂し
た

• 実施体制・実施環境

• 組織作りや事前に検討を要する事項の指針を記述

• 医学生が臨床実習を行う医業の範囲を定める際の
指針ならびに患者同意取得の指針を改訂

• 患者相談窓口の設置を追加

• 臨床実習で医学生の守秘義務が発生することを追
加

• 学生の安全管理に放射線被ばく管理の指針を新た
に記述 13



診療参加型臨床実習実施ガイドライン
• 目標

• 平成28年度版の「G 臨床実習」に記述されていた学修目標を移動し、令和
4年度改訂版コアカリの学修目標に基づいて改訂

• 方略
• 平成28年度版の「G 臨床実習」に記述されていた臨床実習の方略（実習を
行う診療科など）を移動し、臨床実習を行う診療科等と実習期間を改訂

• 臨床実習での「基本診療科」について、JACMEと調整中

• 評価
• 実習現場での観察評価として、簡易型臨床能力評価（mini-CEX）、症例の
担当に関する評価（CbD）に加え、直接観察による臨床手技の評価（DOPS）
を記述

• アンプロフェッショナルな学生への対応を改訂

• 実習活動の記録の電子化として、CC-EPOCを記述 14



H28版
コアカリ

当時のJACME評価基準における「重要な診療科」（原則１診療科当たり４週間以上）

内科 外科 小児科 産婦人科 精神科 総合診療科 救急科

必ず経験すべき診療科

R４版
コアカリ
改訂案

原則１診療科当たり連続３週間以上※

内科 外科 小児科 産婦人科 精神科 総合診療科 救急科

大学の状況に合わせて実施

学外施設における実習も可能
皮膚科 整形外科 眼科 耳鼻咽喉科 泌尿器科 脳神経外科 放射線科

麻酔科 病理診断科 臨床検査科 形成外科
リハビリテー

ション科

皮膚科 整形外科 眼科 耳鼻咽喉科 泌尿器科 脳神経外科 放射線科

麻酔科 病理診断科 臨床検査科 形成外科
リハビリテー

ション科
歯科口腔外科

大学の状況に

合わせて実施

原則３週間以上

⻭科⼝腔外科

基本診療科
学修目標に以下が掲げられている

「必要な診察ができる」「主訴からの診断推論を組み立てられる」
「疾患の病態や疫学を理解している」「基本的な治療計画を立案できる」
「どのようにコンサルテーションすればよいかを理解している」

※ ただし、全人的な診療能力・態度を涵養する目的で、
４週間以上連続して配属する診療科を１診療科以上
確保することが重要

※ 各大学におかれては、必要な学修内容が十分担保でき
るよう、十分な実習時間の確保に配慮いただきたい。

学外施設における

実習も可能

臨床実習GLの方略：「基本診療科」
臨床実習での「診療科」について JACMEと調整中
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診療参加型臨床実習実施
ガイドライン

• 学修と評価の記録
• 各種評価表をコアカリ令和4年度改訂版の学修目標に基
づいて改訂

• 実習現場での観察評価として、DOPSを追加

• Entrustable Professional Activities : EPAs
• 学生を信頼し任せられる役割（EPAs）の概念を説明

• 一つのEPA（行為）と10の資質・能力との組み合わせを
例示

• 評価のために使用する場合、臨床実習のローテート例、
評価に用いるツール例、指導監視なしで当該行為を実施
するために必要となる条件、EPAの行為に至るまでのト
レーニング等について例を示した(右図）

• 平成28年度版コアカリで「学生を信頼し任せられる役
割」としてG 臨床実習に記述されていたものは、共用試
験実施評価機構（CATO）が定める「臨床実習終了までに
修得すること」として、令和4年度コアカリ改訂版の評
価の章に移動 16


